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はじめに
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○当社は、玄海原子力発電所３，４号機について、新規制基準に

基づき、更なる安全性及び信頼性向上の観点から、現在設置し

ている２系統の直流電源設備に加え、もう１系統の特に高い信

頼性を有する常設の直流電源設備（３系統目）を設置すること

とし、本年３月２８日、原子力規制委員会に原子炉設置変更許

可申請書を提出しました。

○また、同日、佐賀県及び玄海町並びに関係自治体へ、安全協定

に基づく手続きをさせていただきました。



○ 新規制基準に基づき、発電所の更なる安全性及び信頼性向上の観点から、現在

設置している２系統の直流電源設備に加え、もう１系統の特に高い信頼性を有す

る常設直流電源設備（３系統目）を各号機に設置します。

○ 工事実施時期：2020年度から2022年度目途
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直流電源設備の系統概要図

申請概要

常設直流電源設備（３系統目）の設置

蓄電池（３系統目）の仕様

型 式 鉛蓄電池

組 数 １

容 量 約3,000Ah

電 圧 138V

：直流電源設備（３系統目）

重大事故等対処用

直流コントロールセンタ

充電器盤

6.6ｋV母線

440V母線

コントロールセンタ（440V母線）

DG

直流コントロール

センタ
※

負荷（監視計器等）

蓄電池

（安全防護系用）

容量：1,600Ah

充電器盤

蓄電池

（重大事故等対処用）

容量：2,400Ah×2組

充電器盤

蓄電池

（３系統目）

容量：約3,000Ah

DG
Ge

直流電源用発電機

【可搬型】

可搬型直流変換器

：直流電源設備（２系統目）

：直流電源設備（１系統目）

〔３系統目〕
〔２系統目〕

〔１系統目〕

※：直流コントロールセンタは、各号機毎に２系統（Ａ系

及びＢ系）あり、蓄電池（３系統目）は、２系統ある

直流コントロールセンタのいずれに対しても給電可能。



おわりに
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当社は、今後とも、国の審査に真摯かつ丁寧に対応するとともに、

地域をはじめ皆さまの安心、信頼が得られるよう、原子力発電所の

安全確保に万全を期してまいります。


